
個人情報保護方針

個人情報利用目的
患者さんの個人情報利用目的

　清和会では、安心して医療・介護・福祉サービスを受けていただくために、以下

の方針に基づき、利用される皆さんの個人情報保護の適切な取り扱いに努めます。

1.　個人情報保護に関する法律を遵守し、個人情報漏洩防止マニュアルを定めて、

　   皆さまの個人情報を適切に管理します。

1.　医療提供
　・患者さんに提供する医療・介護・福祉サービス
　・他の病院・診療所・調剤薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者・行政機関との連携
　・検体検査の外部委託
　・ご家族等への病状説明
　・医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務
2.　診療費請求のための事務
　・医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務
　・審査支払機関へのレセプト提出
　・審査支払機関または保険者からの照会回答

上記以外での利用目的

　・事業所等から委託を受けて健康診断等を行った場合における事業所等へのその結果通知
　・医療・介護・福祉サービス向上のための基礎資料
　・清和会において行われる学生への実習協力
　・清和会において行われる症例研究
　・長田病院において行われる治験症例
　・外部監査機関への情報提供

2.　診療・介護及び清和会の運営管理に必要な範囲においてのみ、皆さまの個人情

　   報を収集し、その利用目的に関しては皆さまにあらかじめ明示します。

3.　皆さまの個人情報への不正アクセスや紛失、破壊、改ざん及び漏洩防止対策を

　   実施し、安全で正確な管理を行います。

4.　外部委託に際し、信頼のおける事業所を選択すると同時に、皆さまの個人情報

　   が不適切に扱われないように厳密な契約を取り交わします。

5.　皆さまの個人情報を適切に取り扱うため、責任者の配置と職員教育を行います。

6.　患者さんの個人情報の開示・訂正・利用停止につきましても、「個人情報保護方

　   針」に従って行っていきます。

診療録（カルテ）開示について

　当院では診療に対して患者さんの積極的な参加を促し、患者さんおよび家族と医療
従事者の信頼関係の確保を図ること。さらに診療情報提供と通じて、患者さんに信頼
され十分に満足していただける良質な医療を提供することを目的として、診療情報提
供を行っています。

１． 開示する診療録等の範囲
　・診療録・看護記録・各種検査記録・エックス線写真等
　・病状等について当院で作成記録された一切の書面、画像・手術記録
　・診療録・看護記録・各種検査記録・エックス線写真等
２． 診療情報開示を請求できる方
　患者さんのプライバシー保護に配慮し、診療情報開示を請求できるのは、原則とし
　て患者さんご本人のみとなります。患者さんご本人以外の方が、診療情報開示を希
　望される場合は、諸条件確認の手続きが必要となります。
　詳しくはお問い合わせください。
３． 開示の提供方法について
　・口頭による説明
　・説明文書の交付
　・診療録の謄写の交付
４． 開示の費用について
　　謄写

５． ご注意
　・対象となる診療録等の開示が、患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れが
　　ある場合や、第三者の利益を害する恐れがある場合、診療情報開示に応じられな
　　い場合があります。
　・平成 21 年 9月以前の診療録は紙カルテ、以降は電子カルテになります。
開示申請窓口、診療情報提供についてのお問い合わせ窓口
〒832-0059　福岡県柳川市下宮永町 523-1
医療法人清和会長田病院　診療情報管理室　TEL 0944-72-3501
※お問い合わせの場合は、「診療情報提供に関すること」、「カルテ開示」等とお申し
出ください。

医療法人　清和会　長田病院  院長

 内　容 費用（消費税込） 

カルテ開示基本料金（手数料） 2,200円 

医師による口頭の説明 30分 5,500円 

診療記録の謄写(コピー) 1枚 30円×謄写枚数 

画像記録の謄写(CD／DVDコピー)  1枚 1,100円×謄写枚数

入院における患者氏名表示について

患者さんの氏名を表示するもの

　当院では、個人情報保護方針にもとづき、患者さんの個人情報を保護す

るために細心の注意を払うとともに、医療事故防止のための様々な取り組

みを行っています。安全な医療の基本は、それぞれの患者さんにあった適

切な医療を提供することであり、患者氏名の表示は “患者取り違え” によ

る重大な事故防止となります。 

　このような理由から、当院の入院治療においては、下記の事項について

は患者氏名を表示する方針をとっています。

　病棟における氏名表示について、不都合のある方、また何かご質問やご
要望がございましたら、入院された際に病棟の主治医や看護師にお申し出
ください。
　お申し出がない場合は、表示に同意していただいたものとして取り扱わ
せていただきます。

1.　病室入口の表札

2.　リストバンド

3.　ベッドネーム

4.　スタッフステーションにおいて入院患者一覧表

5.　診療録・看護日誌・熱計表

6.　検査資料袋（フィルム袋）薬袋・薬剤カート・食札

7.　血液検査や尿検査等の検査部に提供する容器

8.　点滴バッグやボトル、注射器


